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予算額・
執行額

（単位:百万円）

歳出予算目

中小企業経営支援等対策
委託費

その他

計

平成30・31年度
予算内訳

（単位：百万円）

主な増減理由

直近の実績や被災地の支援ニーズを踏まえ、産業復興相談センター
の体制を適正に見直すこと等により減少。

31年度要求

事業番号 0135

自殺対策、地方創生

30年度当初予算

1,222

0

1,222 960

年度

二重債務問題への対応方針（平成23年6月17日）
「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本
方針（平成２８年３月１１日閣議決定）

27年度 28年度 29年度
目標最終年度

- -

-

- -

-

- -

-

-

- -

1,222 960

関係する
計画、通知等

達成度

-

-

年度

-

-

-

被災地での復興状況に応じて相談を受け、相談者の状況に応じた対応を通
して復興に寄与している。

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

定
量
的
な
成
果
目
標
の

—

平成３０年度行政事業レビューシート 復興庁

執行額

3,060 2,564 1,390 1,222 960

1,800 1,106

執行率（％） 75% 70% 80%

平成２５年度
事業終了

（予定）年度
終了予定なし

主要経費

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

東日本大震災によって被災し、既往債務が大きな負担になって新規資金調達が困難となるなど、いわゆる「二重債務問題」を抱える中小企業者に対し、本
事業によって問題の解決と本格的な事業再開及び事業再生を促進する。

前年度から繰越し - -

成果実績

目標値

成果指標 単位

—

-

2,287

-

補正予算

予備費等

当初予算

中間目標
定量的な成果目標

1,390

-

28年度

被災事業者の二重債務問題の解決や、震災の影響により業況が悪化している被災事業者の事業再生を促進するため、被災県の中小企業再生支援協議
会の機能を拡大する形で設置した「産業復興相談センター」において被災事業者からの相談を受け付け、相談者の状況に応じて、再生計画の策定支援や
「産業復興機構」に対して債権の買取要請等を実施する。また、債権買取先の経営改善に向けたサポートを実施する。

- -

3,060

- -

- -

—

-

中小企業再生支援事業 担当部局庁 復興庁 作成責任者

事業開始年度

委託・請負

担当課室 統括官付参事官(予算・会計担当) 参事官　山口　浩孝

事業名

会計区分

30年度

-

翌年度へ繰越し -

計

29年度

中小企業対策

-

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

31年度要求

予算
の状
況

2,564

－

実施方法

本事業は、被災地での復興状況に応じて事業を進めているもの
であり、定量的な目標は定めていない。

27年度

％

定量的な目標が設定できない理由

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
産業競争力強化法第１２７条他

主要政策・施策

定量的な目標
が設定できな
い理由及び定
性的な成果目

標

東日本大震災復興特別会計

定性的な成果目標と27～29年度の達成状況・実績

根拠として用いた
統計・データ名

（出典）
—

当初予算＋補正予算に対す
る執行額の割合（％）

75% 70% 80%



経
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ク
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ン
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ム

目標値

達成度 ％

K
P
I

(

第
二
階
層

）

ＫＰＩ
（第二階層）

単位
計画開始時

29年度 30年度
中間目標 目標最終年度

年度 年度 年度

—

成果実績

達成度 ％

—

施策 —

政策 —

測
定
指
標

29年度

実績値 — -

単位
年度

30年度
活動見込

31年度
活動見込

- -

年度

-

-

中間目標 目標年度

-

22 10 3

27年度

27年度

目標最終年度

年度

本事業の成果と上位施策・測定指標との関係

—

定量的指標

-

ＫＰＩ
（第一階層）

—

改革
項目

分野：

27年度 28年度 29年度

27年度 29年度

2287/1285

137 141 108

28年度

1106/631

-

件

当初見込み

件

産業復興相談センターで対応する買取先への訪問件数
（一般会計に移行した3県を含む6県の数値）

活動実績 件

当初見込み —

産業復興相談センターで対応する債権買取支援件数
（一般会計に移行した3県を含む6県の数値）

0

単位

- - -

27年度 28年度 29年度

- -

-

の
設
定
が
困
難
な
場
合

※「定量的な目標が設定で
きない理由」と同じく、予め
代替目標を設定することに
馴染まない。

-

年度 年度

単位

決算額（Ｘ）／（当該年度における新規の相談件数＋債
権買取後の残存支援先数）（Ｙ）

単位当たり
コスト

28年度 29年度

事業の妥当性
を検証するた
めの代替的な
達成目標及び

実績

K
P
I

(

第
一
階
層

）

成果実績

単位
年度

- -

目標値 —

本事業の成果と改革項目・KPIとの関係

活動実績

代替指標
中間目標

件

代替目標

1800/902

％

％

—

-

30年度活動見込

1.8 2

計画開始時

産業復興相談センターで対応する相談件数（一般会計
に移行した3県を含む6県の数値）

単位

産業復興相談センターで対
応する債権買取先の破綻
率（一般会計に移行した3
県を含む6県の数値）

—目標値

0.4 0.7

- -

実績

29年度 30年度

活動指標

1.8

活動実績

29年度

- -

　 万円

活動指標 単位

-

- 1,265 1,529

28年度

当初見込み —

30年度
活動見込

- -

978 606 505

27年度

-

27年度 28年度 29年度

- - -

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標

- -

達成度

件

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位

産業復興相談センターで対応する債権買取以外の金融
支援の合意件数（一般会計に移行した3県を含む6県の
数値）

活動実績

—

計算式 　　Ｘ/Ｙ

単位

- -

目標値

年度

中間目標

28年度

- - -

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

単位当たり
コスト

算出根拠

当初見込み

-

目標最終年度

- -

—

30年度
活動見込

31年度
活動見込

- -

- -

30年度
活動見込

31年度
活動見込

-

-

-

-

31年度
活動見込

- -

- -

政
策
評
価

政
策
評
価

、
経
済
・
財
政
再
生
ア
ク
シ

ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係



-

繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ‐

事業所管部局による点検・改善

被災事業者の二重債務問題や震災の影響により業況が悪
化している被災事業者の再生支援のためのスキームである
ことに鑑み、債権買取等にかかる費用については原則として
事業者（受益者）の負担を免除しているが、財務・事業面で
の調査費については原則として事業者負担となっており、受
益者負担を求めている。（事業者の資金繰りの状況によっ
て、一部、負担を免除する場合もある）

国
費
投
入
の
必
要
性

点検結果

有

○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

○

債権買取や外部専門家謝金に備えて予算を確保したが、
ニーズが減少する中で、債権買取等に至る案件や外部専門
家を派遣する案件が想定に比べ少なかったため。

受益者との負担関係は妥当であるか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。

政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い
事業か。

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　

評価に関する説明

点
検
・
改
善
結
果

関
連
事
業

○

事
業
の
有
効
性

成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。

概ね見合ったものとなっている。

○

‐

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一
者応札又は一者応募となったものはないか。

競争性のない随意契約となったものはないか。

予算の効率的執行に努めているほか、毎年度、支援実績や
被災地におけるニーズ等を踏まえた上で、人員の削減を含
む産業復興相談センターの体制の見直し等を行っている。

被災地での復興状況に応じて事業を進めているものであり、
定量的な目標は定めていないが、被災中小企業のニーズに
応じて、相応の支援を行っている。

○

被災事業者の二重債務問題のほか、震災の影響により業況
が悪化している被災事業者の再生支援に対応するために必
要な経費のみを計上している。

改善の
方向性

単位当たりコスト等の水準は妥当か。

被災中小企業者に対する債権買取や経営改善支援、事業
再生支援を行うことは政策的な優先度が高い。また、中小企
業の事業再生や経営改善等においては高度な知見をもつ専
門家による支援が必要不可欠であり、本事業は目的達成の
ための手段として適切なものとなっている。

相談件数や残存支援先数の増減に応じて、人員の調整を
行っているため、単位当たりのコストは概ね横ばい圏内で推
移している。

事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。

○

無

‐

事
業
の
効
率
性

その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。

○

本事業は、産業競争力強化法第１２７条に基づき、認定支援
機関に対して委託するものであるが、現在各県に認定支援
機関は１法人しかないため、会計法第２９条の３第４項の随
意契約を各県の認定支援機関と行っている。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

‐

○

復興相談センターにて策定支援した事業計画に基づき、事
業者は着実に事業再生を進めている。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）

本事業と同様に被災事業者からの債権買取支援を行ってい
る東日本大震災事業者再生支援機構（以下「震災支援機
構」）と、本事業にて実施している産業復興相談センター及び
産業復興機構との間では、例えば、被災事業者からの一次
相談に対しては、基本的にワンストップ相談窓口である産業
復興センターが対応した上で、経営改善・事業再生には債権
買取が必要不可欠である場合には、案件に応じて産業復興
機構及び震災支援機構が債権買取を行うといった役割分担
が明確化されている。こうした中で、産業復興機構では買取
基準に合致しないなど債権買取が困難な場合には、震災支
援機構に案件を引き継ぐ等の連携が行われている。

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

被災中小企業の二重債務問題の解決や事業再生は、複数
の金融機関との調整が必要となるなど困難を伴う一方で、収
益性が乏しい案件が多いため、民間のみでは十分な支援を
行うことは難しく、代替手段は考えられない。

関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役
割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

○

○

二重債務問題への対応については、被災地のニーズを踏まえて、体制を適切に見直しながら、引き続き、迅速かつ効果的に実施していくことが
重要。特に、被災事業者からの相談案件の掘り起こしに加え、計画再策定や専門家派遣などを通じた債権買取先の経営改善サポート強化を
積極的に行うことを通じて、被災中小企業の本格的な事業再開や事業再生を加速させていく。

被災当時に比べて、新規での支援ニーズは徐々に減少している中で、人員・体制の見直しを適切に行いながら事業を実施しているところ。今後
は、これまで支援した企業が着実に本格的な事業再開や事業再生に向かっていくための支援（計画再策定や専門家派遣などによるフォロー
アップ強化）を重点的に実施する。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

評　価項　　目

被災中小企業者の二重債務問題の解決や本格的な事業の
再開、事業再生の促進という事業目的に対して、広くニーズ
が認められる。

二重債務問題の解決や事業再生は、複数の金融機関との
調整が必要となるなど困難を伴い、また収益性が乏しい案件
が多いため、民間では十分な支援を行うことは難しい。

○

東日本大震災支援機構への出資金0002

○

復興庁

事業番号 事業名所管府省名

新30

　



( )

※平成29年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。

103-2 平成25年度 145

平成26年度 170 平成27年度 0172 平成28年度 0177

平成22年度 - 平成23年度 - 平成24年度

平成29年度 復興庁 0145

現
状
通
り

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

備考

○平成28年度の執行率が低いことから、予算要求に当たっては、予算規模の適正化を行うこと。
○被災中小企業・小規模事業者の二重債務問題に対応するために必要な事業であることから、引き続き効率性に留意しつつ予算の執行を進める
こと。
○復興特会事業としての終期について検討を行うことが必要である。

行政事業レビュー推進チームの所見

外部有識者の所見

現
状
通
り

対象外

○過去の執行状況や被災地の支援ニーズを勘案し、減額して要求。
○被災中小企業・小規模事業者の二重債務問題に対応するために必要な事業であり、引き続き予算の効率的な執行に努めていく。
○事業の終期については、他の制度の状況や地元の意向などを踏まえながら、検討していく。

関連する過去のレビューシートの事業番号

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）

（単位：百万円）

経済産業省へ移し替え

中小企業庁

1,390百万円

復興庁

1,390百万円

・事業全体の予算執行管理

・活動実績報告の公表

・関係機関全体の連携強化

【事務委任】

東北経済産業局

1,390百万円

・協議会を含む認定
・支援機関の監督（人事、予算執行管理

【随意契約（その他）】

Ａ．商工会議所等（３機関）

※再生支援協議会を設置

1,106百万円

・総合窓口相談

・再生計画策定支援

・債権買取要請支援



　

支出先上位１０者リスト

A.

379

323

随意契約
（その他）

随意契約
（その他）

支　出　額
（百万円）

支　出　先 業　務　概　要

- -

一者応札・一者応募又は
競争性のない随意契約となった

理由及び改善策
（支出額10億円以上）

－

－

－

二重債務問題等に係る相
談対応、事業計画策定支
援、債権買取支援等
二重債務問題等に係る相
談対応、事業計画策定支
援、債権買取支援等
二重債務問題等に係る相
談対応、事業計画策定支
援、債権買取支援等

契約方式等

随意契約
（その他）

費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載

2

3

- -

法　人　番　号

2380005010153

8400005000831 404

4370005003271

入札者数
（応募者数）

落札率

1

- -

統括責任者謝金、統括責任者補佐謝金

費　目

計 404 計 0

費　目 使　途

36

37

事務局費

事務局員謝金、事務局員旅費、資料購入
費、印刷費、雑役事務費、OA機器賃貸料、
通信運搬費、事務所借上料、会議室使用
料、セミナー開催費等

B.
金　額

(百万円）

215

経営改善計画
策定支援費

外部専門家謝金、デューデリ謝金等 107

使　途

支援業務費費目・使途
（「資金の流れ」に
おいてブロックご
とに最大の金額

が支出されている
者について記載
する。費目と使途
の双方で実情が
分かるように記

載）
経営改善計画
実施助言費

モニタリング費用等 9

金　額
(百万円）

A.盛岡商工会議所

一般管理費

盛岡商工会議所

（公財）福島県産業
振興センター

（公財）みやぎ産業
振興機構

チェック
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